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平成２６年１０月１７日 

四日市市こども未来部こども未来課 

～ 計画第４章 ～ 

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の 

「量の見込み」と「確保の方策」について 

資料２ 
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子ども・子育て支援法では、子ども・子育て支援事業計画の策定にあたり、「教育・保育」及び「地域子ど

も・子育て支援事業」の提供区域を設定し、その提供区域ごとに「量の見込み」と「確保の方策」を定めるこ

とになっています。 

 

＜設定までの流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート調査の実施 

アンケート調査の集計による 
潜在ニーズを含めた量の見込み算出（暫定値） 

将来の児童人口を推計 

潜在家庭類型割合を算出 

潜在家庭類型別の児童数を算出 

教育・保育等の利用意向割合を算出 

教育・保育事業等の利用実態を勘案して 
計画期間における量の見込みを検討 

教育・保育の量の見込み 

（必要利用定員総数） 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込み 

（目標事業量） 

＜認定区分ごとに定める＞ 

◇１号認定 ～ ３歳以上の 

幼稚園や認定こども園 

 

◇２号認定 ～ ３歳以上の 

保育園や認定こども園 

 

◇３号認定 ～ ３歳未満の 

保育園や認定こども園 

        地域型保育事業 

(1) 延長保育事業 

(2) 一時預かり事業 

(3) 地域子育て拠点支援事業 

(4) 子育て短期支援事業 

(5) 病児・病後児保育事業 

(6) 子育て援助活動支援事業 

(7) 放課後児童健全育成事業 

(8) 利用者支援事業 

(9) 妊婦健康診査 

(10)乳児家庭全戸訪問事業 

(11)養育支援訪問事業 

確保の方策 

（提供体制の確保の内容） 

確保の方策 

（提供体制の確保の内容） 

第５回子ども・子育て会議で国の手引きに

基づく算出結果（暫定値）について検討 

第５回子ども・子育て会議で教育・保育提

供区域について検討 

◇教育・保育 

３つのブロックに設定 
 

◇地域子ども・子育て支援事業 

   各事業の性質に応じ、市全域、 

３つのブロック、小学校区に設定 

計画に記載する「量の見込み」と「確保の方策」の考え方 
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Ⅰ．教育・保育施設                       
 

 

 
認定 
区分 

対象年齢 対象施設 算出方法 

量

の

見

込

み 

１号 ３・４・５歳 
幼稚園 

認定こども園 

【算出方法】 
問 17 で「幼稚園」「認定こども園」のいずれかを選択した人

の割合に対象児童数を乗じて算出する。 
 

【補正方法】 
３歳児の潜在ニーズが利用実態と比較して大きいため、現

在利用していない理由として、「必要がない」「将来（４・５歳）
利用したい」と回答した人を除き、算出する。 

２号 ３・４・５歳 
保育園 

認定こども園 

【算出方法】 
問 17 で「保育園」「小規模保育」「事業所内保育」「家庭的

保育」「居宅訪問型保育」「その他の保育施設」「預かり保育」
のいずれかを選択した人の割合に対象児童数を乗じて算出
する。 

３号 

０歳 

保育園 

認定こど園 

地域型保育事業 

【算出方法】 
問 17 で「保育園」「小規模保育」「事業所内保育」「家庭的

保育」「居宅訪問型保育」「その他の保育施設」「預かり保育」
のいずれかを選択した人の割合に対象児童数を乗じて算出
する。 
【補正方法】 

０～２歳の低年齢児の潜在ニーズが利用実態と比較して過
大な結果となっているため、現在利用していない理由として、
「必要がない」「将来（３・４・５歳）利用したい」と回答した人を
除き、算出する。 

１・２歳 

 

 ＜利用実態の推移＞ 

  (1) 幼稚園の利用状況（各年度 10 月 1 日現在の市内在住の利用児童人数） 

 年齢 H21 H22 H23 H24 H25 

3・4・5 歳児 4,559  4,506  4,415  4,513  4,388  
 

施設数 37  37  36  37  37  
 

  (2) 保育園の利用状況（各年度 10 月 1 日現在の市内在住の利用児童人数） 

 年齢 H21 H22 H23 H24 H25 

0 歳児 178 235 238 261 256 

1・2 歳児 1,208 1,215 1,319 1,371 1,486 

3・4・5 歳児 3,162 3,160 3,117 3,159 3,126 

全体 4,548 4,610 4,674 4,791 4,868 
 

施設数 50 49 49 50 51 
 

(3) 待機児童の状況（各年度 10 月 1 日現在の人数） 

年齢 H22 H23 H24 H25 

0 歳児 21 21 21 31 

1・2 歳児 14 30 25 20 

全体 35 51 46 51 

「量の見込み」と「確保の方策」について 

① 量の見込み 
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<<市全体>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<提供区域ごと>> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢１号認定・・・第１と第３ブロックで３歳児保育の量の見込みを下回るが、市全体では、現状の提供

体制で確保が可能である。 

➢２号認定・・・現状の提供体制で確保が可能である。 

②「量の見込み」と「確保の方策」 

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

1,283 3,533 2,887 367 1,700 1,298 3,493 2,884 362 1,679

  ② 提供体制の確保の内容 1,313 5,095 3,218 331 1,648 1,313 5,095 3,218 343 1,648

1,313 5,095 3,218 317 1,594 1,313 5,095 3,218 329 1,594

 幼稚園 30 2,540 30 2,540

 確認を受けない幼稚園 1,283 2,555 1,283 2,555

 保育園 3,138 313 1,572 3,138 325 1,572

 保育園（鈴鹿市） 80 4 22 80 4 22

 認定こども園

14 54 14 54

②－①　 30 1,562 331 ▲ 36 ▲ 52 15 1,602 334 ▲ 19 ▲ 31

認可外保育施設 50 162 50 162

　① 量の見込み（必要利用定員総数）

 教育・保育施設

 地域型保育事業

平成27年度 平成28年度

市全体

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

583 1,531 1,101 161 637 599 1,515 1,104 160 633

  ② 提供体制の確保の内容 575 2,069 1,195 130 654 575 2,069 1,195 136 654

575 2,069 1,195 122 627 575 2,069 1,195 128 627

 幼稚園 980 980

 確認を受けない幼稚園 575 1,089 575 1,089

 保育園 1,195 122 627 1,195 128 627

 認定こども園

8 27 8 27

②－①　 ▲ 8 538 94 ▲ 31 17 ▲ 24 554 91 ▲ 24 21

認可外保育施設 9 43 9 43

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

387 1,203 722 110 506 399 1,154 710 108 493

  ② 提供体制の確保の内容 458 1,586 906 97 471 458 1,586 906 100 471

458 1,586 906 91 444 458 1,586 906 94 444

 幼稚園 30 700 30 700

 確認を受けない幼稚園 428 886 428 886

 保育園 906 91 444 906 94 444

 認定こども園

6 27 6 27

②－①　 71 383 184 ▲ 13 ▲ 35 59 432 196 ▲ 8 ▲ 22

認可外保育施設 25 72 25 72

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

313 799 1,064 96 557 300 824 1,070 94 553

  ② 提供体制の確保の内容 280 1,440 1,117 104 523 280 1,440 1,117 107 523

280 1,440 1,117 104 523 280 1,440 1,117 107 523

 幼稚園 860 860

 確認を受けない幼稚園 280 580 280 580

 保育園 1,037 100 501 1,037 103 501

 保育園（鈴鹿市） 80 4 22 80 4 22

 認定こども園

②－①　 ▲ 33 641 53 8 ▲ 34 ▲ 20 616 47 13 ▲ 30

認可外保育施設 16 47 16 47

　① 量の見込み（必要利用定員総数）

 教育・保育施設

 地域型保育事業

　① 量の見込み（必要利用定員総数）

 教育・保育施設

 地域型保育事業

第３ブロック
(塩浜、楠、南、笹川、西笹川、内部、西陵)

　① 量の見込み（必要利用定員総数）

 教育・保育施設

 地域型保育事業

第２ブロック
(橋北、中部、港、常磐、三重平、三滝、桜)

平成28年度

第１ブロック
(富洲原、富田、朝明、西朝明、保々、羽津、山手、大池)

平成27年度
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【提供体制の確保内容の考え方】 

➢ ３号認定・・・現状の提供体制で不足する０歳児の需要に対し、既存園の定員の拡充で提供体制を 

（０歳児）    確保する。 

➢ ３号認定・・・現状の提供体制で不足する１・２歳児の需要に対し、平成２９年度に橋北の幼保一 

（１・２歳児）  化開設と計画期間内における地域型保育事業の拡充で提供体制の確保に努める。 

 

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

1,251 3,461 2,832 359 1,679 1,267 3,416 2,814 357 1,662 1,254 3,376 2,782 353 1,649

1,313 5,095 3,218 364 1,668 1,313 5,095 3,218 364 1,668 1,313 5,095 3,218 364 1,668

1,313 5,095 3,218 350 1,614 1,313 5,095 3,218 350 1,614 1,313 5,095 3,218 350 1,614

30 2,540 30 2,540 30 2,540

1,283 2,555 1,283 2,555 1,283 2,555

3,138 346 1,592 3,138 346 1,592 3,138 346 1,592

80 4 22 80 4 22 80 4 22

14 54 14 54 14 54

62 1,634 386 5 ▲ 11 46 1,679 404 7 6 59 1,719 436 11 19

50 162 50 162 50 162

平成29年度 平成30年度 平成31年度

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

579 1,510 1,089 160 639 591 1,505 1,095 160 636 588 1,499 1,089 159 635

575 2,069 1,195 142 654 575 2,069 1,195 142 654 575 2,069 1,195 142 654

575 2,069 1,195 134 627 575 2,069 1,195 134 627 575 2,069 1,195 134 627

980 980 980

575 1,089 575 1,089 575 1,089

1,195 134 627 1,195 134 627 1,195 134 627

8 27 8 27 8 27

▲ 4 559 106 ▲ 18 15 ▲ 16 564 100 ▲ 18 18 ▲ 13 570 106 ▲ 17 19

9 43 9 43 9 43

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

375 1,141 689 106 493 380 1,118 683 105 485 374 1,091 668 103 479

458 1,586 906 111 491 458 1,586 906 111 491 458 1,586 906 111 491

458 1,586 906 105 464 458 1,586 906 105 464 458 1,586 906 105 464

30 700 30 700 30 700

428 886 428 886 428 886

906 105 464 906 105 464 906 105 464

6 27 6 27 6 27

83 445 217 5 ▲ 2 78 468 223 6 6 84 495 238 8 12

25 72 25 72 25 72

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

１号
(３歳）

１号
（４・５歳）

２号
(３・４・５歳)

３号
（０歳）

３号
（１・２歳）

297 810 1,054 93 547 296 793 1,036 92 541 292 786 1,025 91 535

280 1,440 1,117 111 523 280 1,440 1,117 111 523 280 1,440 1,117 111 523

280 1,440 1,117 111 523 280 1,440 1,117 111 523 280 1,440 1,117 111 523

860 860 860

280 580 280 580 280 580

1,037 107 501 1,037 107 501 1,037 107 501

80 4 22 80 4 22 80 4 22

▲ 17 630 63 18 ▲ 24 ▲ 16 647 81 19 ▲ 18 ▲ 12 654 92 20 ▲ 12

16 47 16 47 16 47

平成29年度 平成30年度 平成31年度
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Ⅱ．地域子ども・子育て支援事業                

本市で実施する子育て支援事業のうち、子ども・子育て支援法に位置づけられた次の

事業について、法第６１条で提供区域ごとの「量の見込み」「確保の方策（提供体制の確

保の内容）」を定めるよう義務付けられている。 

 

（１） 延長保育事業 

（２） 一時預かり事業（幼稚園の預かり保育）（保育園の一時保育など） 

（３） 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター） 

（４） 子育て短期支援事業（ショートステイ） 

（５） 病児・病後児保育事業 

（６） 子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業） 

（７） 放課後児童健全育成事業（学童保育所） 

（８） 利用者支援事業 

（９） 妊婦健康診査 

（10） 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

（11） 養育支援訪問事業 
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(1) 延長保育事業                              

在園児を対象に、通常の利用日及び利用時間以外の日及び時間において保育を行う。 
 
 

 

対象年齢 算出方法 

０～５歳 

【算出方法】 
問 17 で「保育園」「小規模保育」「事業所内保育」「家庭的保育」「居宅訪問型保育」「その他の保

育施設」「預かり保育」のいずれかを選択した人の割合で、かつ、１８時以降も利用したい回答した人
の割合に、対象児童数を乗じて算出する。 

 
【補正方法】 

利用意向者の就労時間を考慮しない算出のため、過大な結果となっている。 
➢利用意向者のうち、帰宅時間が１８時以降になる人に限定したうえで、現在、保育園等を利用して

いない理由として、「必要がない」「将来（４・５歳）利用したい」と回答した人を除き、算出する。 

 

＜利用実態の推移＞ 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

実施施設数 22 22 22 23 24 

利用児童数 192 196 180 191 194 

 

 

 

 
                                                      （人） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

市

全

体 

 ※量の見込み暫定値 1,082 1,076 1,064 1,057 1,046 

①量の見込み（目標事業量） 315 313 310 307 304 

②提供体制の確保の内容 229 229 265 265 308 

②－① ▲86 ▲84 ▲45 ▲42 4 

 

第１ 

①量の見込み（目標事業量） 126 126 125 125 125 

②提供体制の確保の内容 82 82 98 98 125 

②－① ▲44 ▲44 ▲27 ▲27 0 
 

第２ 

①量の見込み（目標事業量） 93 91 90 89 87 

②提供体制の確保の内容 78 78 90 90 90 

②－① ▲15 ▲13 0 1 3 
 

第３ 

①量の見込み（目標事業量） 96 96 95 93 92 

②提供体制の確保の内容 69 69 77 77 93 

②－① ▲27 ▲27 ▲18 ▲16 1 
  

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢保育士２～３名体制の中で、利用できる児童数（１日あたり）で算出 

➢平成 27年度から新たに延長保育の実施園を１園増やして２５園で実施する。 

     ＜提供施設＞ 

公立保育園  ２園（現在１園、新規１園）  私立保育園 ２３園 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(2)-1  一時預かり事業（幼稚園における預かり保育）              

幼稚園在園児の保護者の就労時間等の都合により、通常保育終了後も預かり保育を行う。 

 

 

対象年齢 算出方法 

３・４・５歳 

【算出方法】 

共働き家庭以外 

ア．問 17 で「幼稚園」「認定こども園」を選択し、かつ、問 23 で不定期の一時預かりを「利用した

い」と回答した人の割合に、年間の利用意向日数と対象児童数を乗じて算出する。 

イ．問 16-①で「幼稚園」を選択し、かつ、問 22 で不定期の一時預かり事業を選択した方のうち、

「一時保育」「幼稚園の預かり保育」を選択した方の割合に、年間の利用意向日数と対象児童

数を乗じて算出する。 

共働き家庭 

両親が共働きで幼稚園を希望している人に、１週あたりの就労日数×52 週を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

共働き家庭の利用意向者のうち、日常的に子どもをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」
人、及びみてもらえるが「難しさや負担を感じている」人に限定し、平均日数を月平均２０日、年間２４
０日で算出する。 

 

 

 

                                       （延べ人数） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

市
全
体 

※量の見込み暫定値 351,557 351,811 347,391 346,456 342,461 

 
共働き家庭以外 
共働き家庭 

6,520 
345,037 

6,524 
345,287 

6,442 
340,949 

6,425 
340,031 

6,351 
336,110 

①量の見込み（目標事業量） 55,540 55,364 54,332 54,134 53,502 

 
共働き家庭以外 
共働き家庭 

7,467 
48,073 

7,393 
47,971 

7,218 
47,114 

7,170 
46,964 

7,050 
46,452 

②提供体制の確保の内容 53,261 53,261 54,461 55,361 55,361 

②－① ▲2,279 ▲2,103 129 1,227 1,859 

 

第１ 

①量の見込み（目標事業量） 25,962 26,030 25,680 25,819 25,676 

 
共働き家庭以外 
共働き家庭 

1,519 
24,443 

1,523 
24,507 

1,503 
24,177 

1,511 
24,308 

1,503 
24,173 

②提供体制の確保の内容 25,366 25,366 25,866 25,866 25,866 

②－① ▲596 ▲664 186 47 190 
 

第２ 

①量の見込み（目標事業量） 17,514 17,208 16,707 16,571 16,206 

 
共働き家庭以外 
共働き家庭 

4,811 
12,703 

4,727 
12,481 

4,589 
12,118 

4,552 
12,019 

4,452 
11,754 

②提供体制の確保の内容 17,828 17,828 17,828 17,828 17,828 

②－① 314 620 1,121 1,257 1,622 
 

第３ 

①量の見込み（目標事業量） 12,064 12,126 11,945 11,744 11,620 

 
共働き家庭以外 
共働き家庭 

1,137 
10,927 

1,143 
10,983 

1,126 
10,819 

1,107 
10,637 

1,095 
10,525 

②提供体制の確保の内容 10,067 10,067 10,767 11,667 11,667 

②－① ▲1,997 ▲2,059 ▲1,178 ▲77 47 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢私立幼稚園１４園で一時預かり保育を実施 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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 (2)-２  一時預かり事業（保育園における一時保育など）                 

家庭において保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児について、一時的な保育を行う。 

 

 

対象年齢 算出方法 

０～５歳 

【算出方法】 

問 23 で不定期の一時預かりを「利用したい」と回答した人の割合に、年間の利用意向日数と対象

児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

親の私用やリフレッシュ等を理由として利用できる事業の利用希望を伺った設問のため、利用実態
と比較して過大な結果となっている。 
➢利用意向者のうち、日常的に子どもをみてもらえる親族・知人が「いずれもいない」人、及びみても

らえるが「難しさや負担を感じている」人に限定したうえで、現在、保育園等を利用していない理由
として、「必要がない」と回答した人を除き、平均日数を週１日、年間５２日を上限として算出する。 

 
＜利用実態の推移＞ 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

一時保育 延べ利用児童数（実施園数） 5,295（11） 6,322（11） 4,898（13） 5,382（13） 5,132（14） 

ファミサポ（就学前） 延べ利用児童数 1,460 2,460 1,829 1,377 1,306 

  ※ﾌｧﾐｻﾎﾟ・・・ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業の略 

 

（延べ人数） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

市

全

体 

※量の見込み暫定値 165,372 164,429 162,603 161,619 159,920 

①量の見込み（目標事業量） 10,621 10,565 10,488 10,427 10,340 

②提供体制の確保の内容 10,695 10,781 11,592 11,687 11,787 

 
保育園の一時保育 
ﾌｧﾐｻポ（就学前）預かり 

8,880 
1,815 

8,880 
1,901 

9,600 
1,992 

9,600 
2,087 

9,600 
2,187 

②－① 74 216 1,104 1,260 1,447 
 

第１ 

①量の見込み（目標事業量） 5,779 5,767 5,757 5,756 5,732 

②提供体制の確保の内容 5,082 5,119 5,877 5,917 5,959 

 
保育園の一時保育 
ﾌｧﾐｻポ（就学前）預かり 

4,320 
762 

4,320 
799 

5,040 
837 

5,040 
877 

5,040 
919 

②－① ▲697 ▲648 120 161 227 
 

第２ 

①量の見込み（目標事業量） 1,345 1,317 1,294 1,280 1,257 

②提供体制の確保の内容 1,985 2,010 2,038 2,066 2,096 

 
保育園の一時保育 
ﾌｧﾐｻポ（就学前）預かり 

1,440 
545 

1,440 
570 

1,440 
598 

1,440 
626 

1,440 
656 

②－① 640 693 744 786 839 
 

第３ 

①量の見込み（目標事業量） 3,497 3,481 3,437 3,391 3,351 

②提供体制の確保の内容 3,628 3,652 3,677 3,704 3,732 

 
保育園の一時保育 
ﾌｧﾐｻポ（就学前）預かり 

3,120 
508 

3,120 
532 

3,120 
55７ 

3,120 
584 

3,120 
612 

②－① 131 171 240 313 381 

  ※ﾌｧﾐｻﾎﾟの提供区域は市全域のため、各ﾌﾞﾛｯｸごとの提供量は、便宜上、将来推計児童数で按分して計上。 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢保育士２～３名体制の中で、年間延べ利用児童数を算出 

➢平成 27年度から新たに一時保育の実施園を１園増やして１５園で実施する。 

     公立保育園 ２園  私立保育園 １３園（現在１２園、新規１園） 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(3) 地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）             

育児負担の軽減と育児不安の解消を目的として、主に０～３歳の乳幼児とその保護者を対象に、

親子同士の交流や、子育てについての相談、情報提供等を行う。 

 

 

 

対象年齢 算出方法 

０～２歳 

【算出方法】 

問 26 及び 27 で子育て支援センターを「利用している」及び「利用していないが、今後利用したい」

を選択した人の割合に、年間の利用意向日数と対象児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

保育園等利用者の利用意向も含まれるため、過大な結果となっている 
➢利用実績から独自の方法で算出する。 
  ・過去の年間延べ利用者数の平均伸び率（第１：17.6％、第２：3.3％、第３：5.5％）から算出。 

 
＜利用実態の推移＞ 

 年度 H21 H22 H23 H24 H25 

利用者数（保護者） 33,420 37,759 35,559 40,246 40,906 

利用者数（児童） 39,602 44,458 41,949 48,479 47,944 

利用者数 合計 73,022 82,217 77,508 88,725 88,850 
 

施設数 12 12 13 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     （延べ人数） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

市
全
体 

※量の見込み暫定値 192,684 190,428 188,580 186,852 185,064 

①量の見込み（目標事業量） 96,717 99,726 103,781 108,370 112,747 

②提供体制の確保の内容 
17 施設
91,472 

19 施設
96,584 

20 施設
101,646 

21 施設
105,455 

22 施設
115,508 

②－① ▲5,245 ▲3,142 ▲2,135 ▲2,915 2,761 

 

第１ 

①量の見込み（目標事業量） 26,523 28,451 30,832 33,636 36,425 

②提供体制の確保の内容 
7 施設
25,929 

8 施設
28,485 

8 施設
29,738 

8 施設
29,738 

9 施設
38,538 

②－① ▲594 34 ▲1,094 ▲3,898 2,110 
     

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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第２ 

①量の見込み（目標事業量） 30,195 30,163 30,866 31,411 31,830 

②提供体制の確保の内容 
4 施設
28,999 

4 施設
28,999 

5 施設
31,555 

5 施設
32,808 

5 施設
32,808 

②－① ▲1,196 ▲1,164 689 1,397 978 
 

第３ 

①量の見込み（目標事業量） 39,999 41,112 42,082 43,323 44,492 

②提供体制の確保の内容 
6 施設
36,544 

7 施設
39,100 

7 施設
40,353 

8 施設
42,909 

8 施設
44,162 

②－① ▲3,455 ▲2,012 ▲1,729 ▲414 ▲330 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢各施設の開所日数や開所時間を延長するなどにより、受け入れ体制を確保することが望ま

しいが、現状の利用者ニーズとしては、より身近なところに気軽に行ける施設があること

が最も高いことから、施設の開設をもって提供体制の確保とする。 

➢適切な時期に、ブロックごとの需要に合わせた施設類型の子育て支援センターを開設する

ことで提供体制を確保する。 

<施設類型> 

  単独型：子育て支援センター機能のみを有する施設 

  併設型：保育園、医療機関等に子育て支援センター機能を持たせた施設 

  ➢第１ブロックでは、平成 28年度及び平成 31年度に 1施設ずつ、第２ブロックでは、平成

29年度に 1施設、第３ブロックでは、平成 28年度及び平成 30年度に 1施設ずつ開設する

ことで提供体制を確保する。 

➢開設にあたっては、児童館や、幼稚園との連携も視野に入れ、提供体制の確保に努める。 
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(4) 子育て短期支援事業（ショートステイ事業）                 

保護者の疾病等の事情により養育が一時的に困難となった場合や、緊急一時的に保護を必要と

する場合等に、施設において子どもを一時的に養育又は保護する。 

 

 

対象年齢 算出方法 

０～５歳 

【算出方法】 

問 24-①で泊りがけで家族以外にみてもらわなければならなかったときの対処方法で、「ｼｮｰﾄｽﾃｲ

を利用した」「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」を選択した方の割合に、年間の利用意向日数と

対象児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

回答者数が過少で、国手引きの算出では適切な量の見込みが算出できないため、利用実績から
独自に算出する。 

 
＜利用実態の推移＞ 

 
 年度 H21 H22 H23 H24 H25 

利用者数 42 17 16 10 27 

延べ利用者数 187 138 89 52 141 

※平成２６年度は、延べ１７０人（見込み） 

 

 

 

 

（延べ人数） 

年度 H27 H28 H29 H30 H31 

※量の見込み暫定値 2,736 2,721 2,690 2,674 2,646 

①量の見込み（目標事業量） 200 200 200 200 200 

②提供体制の確保内容 200 200 200 200 200 

②－① 0 0 0 0 0 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

  ➢ショートステイの利用希望が２５年度から増加の傾向にあることや、利用希望日の重複や施

設での感染症の蔓延等による受け入れ困難なケースの実態も考慮し、26年度からエスペラン

ス四日市に加え、新たに１か所児童養護施設・乳児院との契約を行う。 

➢２６年度延べ利用人数１７０人に、新たに延べ３０人の利用枠の確保し、延べ２００人の提

供体制を確保する。 

     ＜提供施設＞ 

エスぺランス四日市（乳児院・児童養護施設） 

菜の花苑（母子生活支援施設） 

新規契約施設（乳児院・児童養護施設） 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(5) 病児・病後児保育事業                           

保護者の就労等の都合により、保育園や幼稚園、小学校に通っている児童が病気または病気の

回復期にあるが、まだ集団生活に不安がある間、一時的に児童の保育を行う。 

 

 

対象年齢 算出方法 

０～５歳 

【算出方法】 

問 21-①で子どもの病気の際の対応として「父親が休んだ」「母親が休んだ」を選択した方のうち、

問 21-②で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」を選択した方と、問 21-①で「病児・病

後児保育を利用した」「ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを利用した」「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」を選

択した方の割合に、年間の利用意向日数と対象児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

現状の利用実績と比較して過大な算出結果となっている。 
➢利用意向者のうち、日頃、子どもをみてもらえる親族・知人がいない人、みてもらえるが「難しさや負

担を感じている」人、及び「どちらかというと難しさや負担を感じている」人でかつ０～３歳に限定して
算出する。 

 
＜利用実態の推移＞ 

 
年度 H21 H22 H23 H24 H25 

利用者数 242 296 255 351 401 

延べ利用者数 1,052 1,284 1,419 1,412 1,650 

平均利用者数／日 3.8 4.6 5.1 5.0 5.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

（延べ人数） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

※量の見込み暫定値 16,139 16,051 15,872 15,778 15,612 

①量の見込み（目標事業量） 3,161 3,139 3,105 3,084 3,052 

②提供体制の確保内容 1,650 1,650 3,300 3,300 3,300 

②－① ▲1,511 ▲1,489 195 216 248 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢市内における新たな病児保育室の形態を模索しつつ、市内医療機関の協力を得ながら、病児

保育施設設置の働きかけを行うとともに、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰの緊急サポート事業と連携を

図り、緊急時や病児保育室の定員を超えた場合に対応する。 

＜提供体制＞ 

   カンガルーム（医療機関併設型）、新規の施設設置、ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰとの連携 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(6) 子育て援助活動支援事業（ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業）             

育児の援助を受けたい人（依頼会員）と育児の援助を行いたい人（援助会員）が会員として登

録し、相互の信頼と了解のもとに育児の援助を行う。 

 

 

対象年齢 算出方法 

０～２歳 

【算出方法】 

問 21-①で子どもの病気の際の対応として「父親が休んだ」「母親が休んだ」を選択した方のうち、

問 21-②で「できれば病児・病後児保育施設等を利用したい」を選択した方と、問 21-①で「病児・病

後児保育を利用した」「ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰを利用した」「仕方なく子どもだけで留守番をさせた」を選

択した方の割合に、年間の利用意向日数と対象児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

回答者数が過少で、国手引きの算出では適切な量の見込みが算出できない。 
➢利用実績から独自の方法で算出する。 
  ・過去の依頼会員と両方会員の登録者の平均利用回数から算出。 
  ・依頼会員と両方会員の登録者数を、過去の実績から毎年 4.8％の増加を見込む。 

 
＜利用実態の推移＞ 

 
年度 H21 H22 H23 H24 H25 

依頼会員数 635 678 687 740 799 

援助会員数 381 398 399 422 427 

両方会員数 134 141 140 130 126 

活動件数〔右軸〕 3,157 4,314 3,251 3,177 2,996 

  預かり等（就学前） 1,460 2,460 1,829 1,377 1,306 

  預かり等（小学生） 1,697 1,854 1,405 1,780 1,647 

  病児 0 0 5 0 3 

  緊急対応等 0 0 12 20 40 

 

 

 

（延べ人数） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

※量の見込み暫定値 135 132 132 131 130 

①量の見込み（目標事業量） 4,060 4,252 4,456 4,668 4,892 

②提供体制の確保の内容 3,912 4,145 4,391 4,655 4,933 

②－① ▲148 ▲107 ▲65 ▲13 41 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢援助会員の増加により提供体制を整えるとともに、依頼会員となる対象者への事業周知を図る。 

➢依頼会員に対し、相互援助の依頼を行い、援助会員のための講座を受講するよう働きかける。 

➢援助可能な会員の増加は、毎年 6％を目標とする。 

➢提供体制の確保については、過去の援助会員と両方会員の登録者の平均活動回数の年 6.3回を

もとに算出する。 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(7) 放課後児童健全育成事業（学童保育所）                   

保護者の就労等により、昼間、留守家庭の小学校児童が放課後や夏休みなどに学童保育所に通

所し、適切な遊びや指導員による健康管理、安全確保、情緒の安定など、家庭の保護機能の補完

的役割を果たす生活の場として保育を行う。 

 

 

対象年齢 算出方法 

６～１１歳 

（小学生） 

【算出方法】 

問 20 で学童保育所を「利用したい」を選択した人の割合に、対象児童数を乗じて算出する。 
 
【補正方法】 

小学校区を単位として、国手引きに基づき算出すると、実態と乖離する校区が発生する。 
➢利用実績から独自の方法で算出する。 
  ・小学校区を単位として運営委員会が設置されている実態を踏まえ、小学校区ごとの過去５か年

の年間平均利用児童数の伸び率をもとに算出。 

 
＜利用実態の推移＞ 

 
年度 H21 H22 H23 H24 H25 

学童保育所数 33 35 37 39 40 

利用児童数 1,061 1,113 1,161 1,249 1,382 

 

 

 

 
 

（人） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

※量の見込み暫定値  低学年 
                   高学年 

1,436 
599 

1,402 
604 

1,417 
593 

1,391 
590 

1,398 
579 

①量の見込み（目標事業量） 1,575 1,678 1,792 1,915 2,044 

②提供体制の確保の内容 2,252 2,372 2,444 2,514 2,530 

②－① 677 694 652 599 486 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢利用需要に対しては、利用児童の安全・安心な環境設定が必要なことから、現有施設に余

裕がない学童保育所に対しては、小学校の余裕教室や公有遊休施設などの活用も視野に入

れるとともに、大型化が進む保育所に対しては、施設の増設や分割について支援を進め、

提供体制を確保する。 

➢すでに増築予定の学童保育所についてはその増築面積による増員可能人数を加え、増築時

期は未定であるが受入児童数から考えて増築を要する学童保育所においては、不足する面

積の増築支援を計画的に行うこととして提供体制の確保数値とした。 

➢各年度とも総量では量の見込みを超えているが、小学校区ごとに提供体制を整えるため、

不足する小学校区への支援を継続して実施する。 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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 ＜小学校区単位＞ 

年度 H27 H28 H29 H30 H31 

１ 中部西 ①量の見込み（目標事業量） 49 52 56 60 64 

  ②提供体制の確保の内容 71 71 71 71 71 

  ②－① 22 19 15 11 7 

       ２ 浜田 ①量の見込み（目標事業量） 48 51 55 59 63 

  ②提供体制の確保の内容 51 51 51 51 51 

  ②－① 3 0 ▲ 4 ▲ 8 ▲ 12 

       ３ 橋北 ①量の見込み（目標事業量） 15 16 17 18 19 

  ②提供体制の確保の内容 「３８ 中央」で確保 

       ４ 海蔵 ①量の見込み（目標事業量） 104 111 119 127 136 

  ②提供体制の確保の内容 61 120 120 120 120 

  ②－① ▲ 43 9 1 ▲ 7 ▲ 16 

       ５ 塩浜 ①量の見込み（目標事業量） 20 21 22 24 26 

  ②提供体制の確保の内容 60 60 60 60 60 

  ②－① 40 39 38 36 34 

       ７ 富田 ①量の見込み（目標事業量） 65 69 74 79 84 

  ②提供体制の確保の内容 109 109 109 109 109 

  ②－① 44 40 35 30 25 

       ８ 富洲原 ①量の見込み（目標事業量） 15 16 17 18 19 

  ②提供体制の確保の内容 28 28 28 28 28 

  ②－① 13 12 11 10 9 

       ９ 羽津 ①量の見込み（目標事業量） 38 41 44 47 50 

  ②提供体制の確保の内容 36 36 72 72 72 

  ②－① ▲ 2 ▲ 5 28 25 22 

       １０ 常磐 ①量の見込み（目標事業量） 55 59 63 67 72 

  ②提供体制の確保の内容 117 117 117 117 117 

  ②－① 62 58 54 50 45 

       １１ 日永 ①量の見込み（目標事業量） 51 55 59 63 67 

  ②提供体制の確保の内容 118 118 118 118 118 

  ②－① 67 63 59 55 51 

       １２ 四郷 ①量の見込み（目標事業量） 38 41 44 47 50 

  ②提供体制の確保の内容 66 66 66 66 66 

  ②－① 28 25 22 19 16 

       １３ 内部 ①量の見込み（目標事業量） 65 69 74 79 84 

  ②提供体制の確保の内容 84 84 84 84 84 

  ②－① 19 15 10 5 0 

       １４ 小山田 ①量の見込み（目標事業量） 5 5 5 5 5 

  ②提供体制の確保の内容 「２５ 水沢」で確保 

       １５ 河原田 ①量の見込み（目標事業量） 16 17 18 19 20 

  ②提供体制の確保の内容 33 33 33 33 33 

  ②－① 17 16 15 14 13 

       １６ 川島 ①量の見込み（目標事業量） 89 95 102 109 117 

  ②提供体制の確保の内容 75 75 75 120 120 

  ②－① ▲ 14 ▲ 20 ▲ 27 11 3 

       １７ 神前 ①量の見込み（目標事業量） 29 31 33 35 37 

  ②提供体制の確保の内容 24 24 24 24 40 

  ②－① ▲ 5 ▲ 7 ▲ 9 ▲ 11 3 

       １８ 桜 ①量の見込み（目標事業量） 48 51 55 59 63 

  ②提供体制の確保の内容 25 40 40 40 40 

  ②－① ▲ 23 ▲ 11 ▲ 15 ▲ 19 ▲ 23 
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年度 H27 H28 H29 H30 H31 

１９ 県 ①量の見込み（目標事業量） 50 53 57 61 65 

  ②提供体制の確保の内容 56 56 56 56 56 

  ②－① 6 3 ▲ 1 ▲ 5 ▲ 9 

       ２０ 三重 ①量の見込み（目標事業量） 60 64 68 73 78 

  ②提供体制の確保の内容 76 76 76 76 76 

  ②－① 16 12 8 3 ▲ 2 

       ２１ 大矢知興譲 ①量の見込み（目標事業量） 84 90 96 103 110 

  ②提供体制の確保の内容 75 75 75 100 100 

  ②－① ▲ 9 ▲ 15 ▲ 21 ▲ 3 ▲ 10 

       ２２ 八郷 ①量の見込み（目標事業量） 34 36 38 41 44 

  ②提供体制の確保の内容 57 57 57 57 57 

  ②－① 23 21 19 16 13 

       ２３ 下野 ①量の見込み（目標事業量） 21 22 24 26 28 

  ②提供体制の確保の内容 29 29 29 29 29 

  ②－① 8 7 5 3 1 

       ２４ 保々 ①量の見込み（目標事業量） 57 61 65 69 74 

  ②提供体制の確保の内容 24 40 40 40 40 

  ②－① ▲ 33 ▲ 21 ▲ 25 ▲ 29 ▲ 34 

       ２５ 水沢 ①量の見込み（目標事業量） 20 21 22 24 26 

  ②提供体制の確保の内容 218 218 218 218 218 

  ②－① 198 197 196 194 192 

       ２６ 高花平 ①量の見込み（目標事業量） 18 19 20 21 22 

  ②提供体制の確保の内容 35 35 35 35 35 

  ②－① 17 16 15 14 13 

       ２７ 泊山 ①量の見込み（目標事業量） 44 47 50 53 57 
  ②提供体制の確保の内容 30 60 60 60 60 

  ②－① ▲ 14 13 10 7 3 

       ２８ 笹川東 ①量の見込み（目標事業量） 17 18 19 20 21 

  ②提供体制の確保の内容 「３０ 笹川西」で確保 

       ２９ 常磐西 ①量の見込み（目標事業量） 62 66 71 76 81 

  ②提供体制の確保の内容 55 80 80 80 80 

  ②－① ▲ 7 14 9 4 ▲ 1 

       ３０ 笹川西 ①量の見込み（目標事業量） 26 28 30 32 34 

  ②提供体制の確保の内容 36 36 72 72 72 

  ②－① 10 8 42 40 38 

       ３１ 三重西 ①量の見込み（目標事業量） 63 67 72 77 82 

  ②提供体制の確保の内容 100 100 100 100 100 

  ②－① 37 33 28 23 18 
              

３２ 大谷台 ①量の見込み（目標事業量） 43 46 49 52 56 

  ②提供体制の確保の内容 69 69 69 69 69 

  ②－① 26 23 20 17 13 

       ３３ 桜台 ①量の見込み（目標事業量） 28 30 32 34 36 

  ②提供体制の確保の内容 63 63 63 63 63 

  ②－① 35 33 31 29 27 

       ３４ 三重北 ①量の見込み（目標事業量） 33 35 38 40 43 

  ②提供体制の確保の内容 40 40 40 40 40 

  ②－① 7 5 2 0 ▲ 3 

       ３５ 八郷西 ①量の見込み（目標事業量） 15 16 17 18 19 

  ②提供体制の確保の内容 60 60 60 60 60 

  ②－① 45 44 43 42 41 

       



17 

年度 H27 H28 H29 H30 H31 

３６ 羽津北 ①量の見込み（目標事業量） 38 41 44 47 50 

  ②提供体制の確保の内容 39 39 39 39 80 

  ②－① 1 ▲ 2 ▲ 5 ▲ 8 30 

       ３７ 内部東 ①量の見込み（目標事業量） 46 49 52 56 60 

  ②提供体制の確保の内容 63 63 63 63 63 

  ②－① 17 14 11 7 3 

       ３８ 中央 ①量の見込み（目標事業量） 33 35 37 40 43 

  ②提供体制の確保の内容 101 101 101 101 101 

  ②－① 68 66 64 61 58 

       ３９ 楠 ①量の見込み（目標事業量） 34 36 38 41 44 
  ②提供体制の確保の内容 43 43 43 43 43 

  ②－① 9 7 5 2 ▲ 1 
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(8) 利用者支援事業【新規】                       

子ども及びその保護者等が、その選択に基づき、教育・保育施設や地域子ども・子育て支援事

業を円滑に利用できるよう、情報提供や相談、助言等を行う。 

 

 

 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

①量の見込み（目標事業量） １箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

②提供体制の確保内容 0 1 箇所 1 箇所 1 箇所 1 箇所 

②－① ▲1 0 0 0 0 

 

【量の見込みと提供体制の確保内容の考え方】 

新規事業であるため、平成２７年度に以下ことを踏まえて検討し、平成２８年度から本格実

施する。 

➢利用者支援事業の類型のうち、「特定型」を選択し、市内の子育て支援センターの持つ「個

別ニーズ」に関する情報を集約するとともに、窓口で個別相談を受け、個々の家庭の状

況を把握し、必要な情報提供等を行い、適切な施設・事業の利用につなげる。 

➢教育・保育施設や子育て支援サービスに関する情報提供が適切になされるよう、提供可

能情報の収集にかかるシステムを構築するとともに、設置場所については利用のしやす

さを考慮する。 

➢平成２８年度に円滑に創設・導入するために、平成２７年度は、こども未来課内に子育

て支援経験者を利用者支援専門職員として配置し、専任職員として必要な研修の受講に

よる人材育成や、保健・医療・福祉などの関係機関との連携体制づくりを行う。 

➢多様な生活時間における子育て相談に対応するため、24時間受付(ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ対応)などの整

備する。 

➢本格実施の際には、多様な相談に適切に対応するため、児童福祉士、社会福祉士、臨床

心理士、家庭相談員などとの日常的な連携や配置を検討する。 
 

 

＜参考＞子育て支援センターにおける相談実績 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

個別相談件数 2,725 2,948 3,742 3,086 3,178 

電話相談・保健師・看護師・栄養士相談件数 688 585 556 554 559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①「量の見込み」と「確保の方策」 



19 

(9) 妊婦健康診査                               

妊婦の健康の保持増進を図り、安全・安心な妊娠・出産に資するため、妊婦が希望する医療機

関で適切な妊婦健診が受診できるよう公費を負担して実施する。 

 

 

対象者 算出方法 

すべての

妊婦 

①人数算定の考えかた 

平成 21～25 年度までの 5 年間の「妊娠届出数」の増減率平均＝98.9％に基づき、平成 26

年度から平成 31 年度までの妊娠届出数見込み（＝人数）を算出。 

②健診回数（一人あたり）の考えかた 

母子健康手帳交付時にあわせて交付する「妊婦一般健康診査票」（14 回分）を、安全・安心な

出産に必要とされる基準とする。 
 

＜健診実績の推移＞ 
 

  H21 H22 H23 H24 H25 

妊娠届出数（対象者） 2,932 2,858 3019 2933 2793 

受診者数 １～５回目 14,529 14,529 14,091 13,896 13,403 

受診者数 ６～１０回目 13,367 14,697 13,407 14,226 13,574 

受診者数 １１～１４回目 3,864 6,344 6,785 5,896 6,119 

 

 
 

 
 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み 
（目標事業量） 

人数 2,732 2,702 2,672 2,643 2,614 

健診回数 
（一人あたり） 

14 14 14 14 14 

提供体制の確
保の内容 

実施場所 妊婦健康診査を受診できる三重県内の医療機関および助産所 

実施体制 三重県市長会が委託した医療機関および助産所 

検査項目 三重県及び市町と三重県医師会が定める健康診査の内容 

実施時期 妊娠届出の日から出産の日まで（通年実施） 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

   ➢妊婦の健康意識の向上と経済的負担の軽減を図り、安心して妊娠・出産ができる体制を確

保する。三重県市長会として、三重県医師会および県内の妊婦健康診査を実施できる医療

機関、助産所が委託契約を締結し、公平な受診機会と必要な検査項目を確保する。 

➢また、里帰り出産などのため、県外の医療機関や助産院で妊婦健康診査を受診した場合は、

契約単価を上限として費用の助成を行う。 
  

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(10) 乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）             

おおむね生後 4か月に達するまでの乳児がいる家庭を保健師・助産師・看護師及び赤ちゃん訪

問員が対象者の自宅に訪問し、育児に関する相談や情報提供、養育環境等の把握を行う。 

 

 

対象者 算出方法 

生後４か月までの

赤ちゃんのいる全

ての家庭 

平成 21～25 年度までの 5 年間の「出生届出数」の増減率平均＝99.2％に基づき、平

成 26 年度から平成 31 年度までの出生届出数見込み（＝訪問対象数）を算出。 

 
＜訪問実績の推移＞ 

 
 年度 H21 H22 H23 H24 H25 

出生届出数（対象者） 2,775 3,087 2,964 2,920 2,748 

訪問実施者数 2,224 2,746 2,816 2,740 2,622 

  専門職の訪問 446 576 541 656 635 

  訪問員の訪問 1,778 2,170 2,275 2,084 1,987 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（人） 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み（目標事業量） 2,704 2,682 2,661 2,640 2,619 

提供体制の確保内容 
実施体制 こんにちは赤ちゃん訪問員及び市職員（保健師・助産師・看護師） 

実施機関 こども保健福祉課 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

➢こんにちは赤ちゃん訪問員が、生後４か月までの乳児のいる家庭をすべて訪問し、子育て

支援に関する情報提供や、養育環境の確認、育児に関する不安や悩みの傾聴を行う。また、

育児支援が必要と思われる場合や、保護者からの希望がある場合には、市職員（保健師・

助産師・看護師）が訪問し、必要な育児指導等を行うとともに、他機関との連絡調整など

を行う。 

➢長期入院や長期里帰りの場合、生後４か月以降も状況把握に努め、自宅へ戻った後、家庭

訪問を実施するなど、全数訪問を目標とする。 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 
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(11) 養育支援訪問事業                            

養育支援が特に必要な家庭を保健師や支援員が訪問して、養育に関する指導、助言、育児援助

等による支援を行い、適切な養育の実施を確保する。 

 

 

対象者 算出方法 

養育支援が特に必

要な家庭 

平成 26 年度から事業を開始した養育支援訪問事業の実績を基に推計して算出する。 

①専門的相談支援 

・・訪問家庭数は年 10 件、延べ訪問数 59 件の見込み（育児・家事援助と重複含む） 

②育児・家事援助 

・・専任の支援員を１人配置して実施。訪問家庭数は年 13 件、延べ訪問数 125 件の

見込み 

上記①②の支援合計は、訪問家庭数 13 件、延べ訪問数 184 件となる。 

（平均訪問数 14.15 件／家庭） 

平成 27 年度の訪問家庭数は、平成 26 年 4 月より７月までの 4 か月間の実績から、訪

問開始家庭（年 13 件見込み）に加え、状況改善等による年度内訪問終了家庭（年 7 件見

込み）と、前年度からの継続家庭（6 件見込み)から訪問家庭数を見込む。また述べ訪問数

は、訪問家庭数に１家庭当たりの平均訪問数 14.15 を乗じた数を見込む。 

ただし、前年度からの継続家庭は次年度以降、順次終了することを目標とする。 

 

 

 

 年度 H27 H28 H29 H30 H31 

量の見込み 
（目標事業量） 

訪問家庭数 19 22 24 25 25 

延べ訪問数 270 310 340 350 350 

提供体制の確保の内容 
実施体制 

ケース検討の実施 (支援の必要性を判断) 
支援計画に基づいての実施 

・保健師等の訪問による指導助言 
・支援員の訪問による育児・家事援助 

実施機関 こども保健福祉課家庭児童相談室 
 

【提供体制の確保内容の考え方】 

    ➢養育支援が必要な家庭に対して適切な支援を実施するために、保健師や支援員の体制を整

えるとともに、関係機関との連携を図り、提供体制を確保する。 

① 量の見込み 

②「量の見込み」と「確保の方策」 


